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2018年分所得税の確定申告は終了した。自分には

関係ないと考えている給与所得者も多いと思われる

が、確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された

所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金

額について計算した所得税額よりも多いときは、確

定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還

付される。この申告を還付申告という。還付申告が

できるのは、その年の翌年の１月１日から５年間で

ある。

給与所得者については、（1）年の途中で退職し、年

末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき、（2）一定の要件のマイホーム取得などをして、住宅ローンがあると

き、（3）マイホームに特定の改修工事をしたとき、（4）多額の医療費を支出したとき、（5）特定の寄附をしたとき、（6）災害や盗難

などで資産に損害を受けたとき、（7）特定支出控除の適用を受けるとき、などに原則として還付申告をすることができる。 

ところで、すでに還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合

には、還付申告ではなく、更正の請求という手続きにより納めすぎになっている所得税の還付を受けることができる。

この更正の請求をできる期間は、原則として還付申告書を提出した日から５年以内とされている。

また、還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長となる。

還付申告書、５年間提出が可能
還付額を少なく申告した場合は更正の請求

税理士の

堺事業部　中野晃太

2018年は各地で災害が起こりました。みなさまの中にも被害に遭われ、多額の修理代が

かかった方もいらっしゃると思います。保険金より修理代の額が大きい方は、上記の

（6）災害や盗難などで資産に損害を受けたとき（雑損控除）に該当する可能性があります。

対象となれば、確定申告を行い税金の還付を受けることができます。また、一定の要件

を満たせば災害減免法との選択適用も可能となるため、該当しそうな方は、一度税理士

にご相談されてみてはいかがでしょうか。



自社が狙うターゲットを明確にするには３つのステップ

があります。

第１のステップは「セグメンテーション」です。ここでは、

顧客分析を行い市場・顧客のグループ分けをします。

第２のステップは「ターゲティング」です。ここでは、いく

つかに分けたセグメントの中で自社が狙うマーケティング

活動を中心とする顧客の選択を行います。ここのポイント

は、そのセグメントの将来性、自社の強みが活かせるかと

いう点が重要です。

第３のステップは「ポジショニング」です。ここでは、自社

を選択してもらうためには何をすべきか、という方針を決

めます。

市場を細分化するポイント

コンサルの

市場の細分化が必ず必要となる戦略の一つとして「ランチェスター戦略」というものをご紹介します。

簡単に申し上げますと「中小企業はどんな小さな市場でもいいので1番を目指そう」という戦略です。

細分化された市場というのは地域や商品・取引先顧客等、一定の市場規模があれば基本的には何でも結構です。

市場を細分化するポイントは自社の強みを把握し、その強みを一番価値に感じてもらえる顧客集団を探すと

いう事です。

今現在の顧客の声を集約し、傾向を把握することが第一歩になります。
中小企業診断士　石田竜佑

ターゲットを絞る３つのステップ

セグメンテーション

市場・顧客のグループ分け 標的とするセグメントの選択
競争優位性を達成のための
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ターゲティング ポジショニング

セグメンテーション

■自社が標的とするターゲットの特定

ターゲティング ポジショニング

●市場の細分化

●顧客の属性・ニーズや購買パ

ターンにより切り分けを行う。

●ターゲティングにつながる基準

を明確にする。

●顧客セグメントの評価

●セグメントの将来性

●自社の強みが発揮しやすいか

●顧客セグメントの選択

●差別化の方針決定

●差別化要因の明確化
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